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     令 和 ８ 年 度 大 和 郡 山 市 一 般 会 計 予 算                               



令 和 ８ 年 度 大 和 郡 山 市 一 般 会 計 予 算                     

 令和８年度大和郡山市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３９，３００，０００千円

と定める。 

2  歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳

 入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条  地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることが

 できる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

（地 方 債） 

第３条  地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債

の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表

 地方債」による。 

（一時借入金） 

第４条  地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの

 最高限度額は６,０００,０００千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第５条  地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の

経費の金額を流用することのできる場合は、次のとおりと定める。 

  (1)各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足

を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

令和８年３月 日提出 

 奈良県大和郡山市長 上 田 清 
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歳   入 （単位：千円） （単位：千円）

1 1 使 用 料

1 市 民 税 2 手 数 料

2 固 定 資 産 税 14

3 軽 自 動 車 税 1 国 庫 負 担 金

4 市 た ば こ 税 2 国 庫 補 助 金

5 入 湯 税 3 委 託 金

6 都 市 計 画 税 15

2 1 県 負 担 金

1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 2 県 補 助 金

2 自 動 車 重 量 譲 与 税 3 委 託 金

3 森 林 環 境 譲 与 税 16

3 1 財 産 運 用 収 入

1 利 子 割 交 付 金 2 財 産 売 払 収 入

4 17

1 配 当 割 交 付 金 1 寄 附 金

5 18

1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 1 基 金 繰 入 金

6 19

1 法 人 事 業 税 交 付 金 1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料

7 2 市 預 金 利 子

1 地 方 消 費 税 交 付 金 3 貸 付 金 元 利 収 入

8 4 受 託 事 業 収 入

1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 5 雑 入

9 20

1 地 方 特 例 交 付 金 1 市 債

10

1 地 方 交 付 税

11

1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

12

1 分 担 金

2 負 担 金

13

13,000

分 担 金 及 び 負 担 金 34,939

3,000

31,939

使 用 料 及 び 手 数 料 466,501

地 方 交 付 税 6,877,000

6,877,000

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 13,000

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 39,300,000

3,000 494,469

地 方 特 例 交 付 金 124,000 市 債 1,466,600

124,000 1,466,600

地 方 消 費 税 交 付 金 2,318,000 250

2,318,000 45,100

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 3,000 79,992

259,000 1,697,326

法 人 事 業 税 交 付 金 182,000 諸 収 入 624,568

182,000 4,757

配 当 割 交 付 金 198,000 寄 附 金 496,601

198,000 496,601

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 259,000 繰 入 金 1,697,326

10,000 財 産 収 入 84,256

利 子 割 交 付 金 48,000 66,123

48,000 18,133

地 方 譲 与 税 190,000 2,329,496

36,000 781,668

144,000 129,979

610,891 1,914,359

617 24,109

778,517 県 支 出 金 3,241,143

5,340,889 237,156

5,791,901 国 庫 支 出 金 8,198,335

254,916 6,259,867

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

款 項 金　　　額 款 項 金　　　額

市 税 12,777,731 229,345

43



歳   出 （単位：千円） （単位：千円）

1 2 小 学 校 費

1 議 会 費 3 中 学 校 費

2 4 幼 稚 園 費

1 総 務 管 理 費 5 社 会 教 育 費

2 徴 税 費 6 保 健 体 育 費

3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 11

4 選 挙 費 1 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費

5 統 計 調 査 費 2 土 木 施 設 災 害 復 旧 費

6 監 査 委 員 費 12

3 1 公 債 費

1 社 会 福 祉 費 13

2 児 童 福 祉 費 1 予 備 費

3 生 活 保 護 費

4 災 害 救 助 費

4

1 保 健 衛 生 費

2 清 掃 費

5

1 労 働 諸 費

6

1 農 業 費

2 林 業 費

3 水 産 業 費

7

1 商 工 費

8

1 道 路 橋 梁 費

2 都 市 計 画 費

3 住 宅 費

9

1 消 防 費

10

1 教 育 総 務 費

98,772

消 防 費 1,018,667

1,018,667

教 育 費 3,389,207

371,480

商 工 費 337,533

337,533

土 木 費 3,969,322

911,866

2,958,684

24,507

農 林 水 産 業 費 277,639

273,521

1,715

2,403

9,685

衛 生 費 3,708,694

2,022,438

1,686,256

労 働 費 24,507

9,863,444 予 備 費 30,000

5,890,222 30,000

2,088,163 歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 39,300,000

3,441 15,000

25,357 公 債 費 3,532,737

民 生 費 17,851,514 3,532,737

324,755 901,030

165,079 災 害 復 旧 費 20,000

17,133 5,000

289,029 524,197

総 務 費 4,851,151 386,326

4,315,386 808,895

款 項 金　　　額 款 項 金　　　額

議 会 費 289,029 397,279
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事　　　　　　項 期　　　　　　間 限　　　度　　　額

令和８年度

業 務 改 革 事 業 ～ １８，６５２千円　

令和９年度

ガ バ メ ン ト ク ラ ウ ド 令和９年度

～ １８８，１００千円　

利 用 事 業 令和１３年度

税 証 明 書 窓 口 発 行 令和９年度

～ ９０，０９０千円　

業 務 等 委 託 事 業 令和１１年度

環 境 基 本 計 画 等 令和８年度

～ １１，３８５千円　

策 定 事 業 令和９年度

令和８年度

ご み 袋 作 成 配 布 事 業 ～ ５，２２２千円　

令和９年度

令和８年度

ごみ処理施設延命化事業 ～ ２，７９４千円　

令和９年度

し 尿 処 理 施 設 更 新 事 業 令和９年度 ２２，０００千円　

大 和 郡 山 市 景 観 計 画

令和９年度 １０，４１６千円　

策 定 事 業

令和９年度

近鉄郡山駅新駅整備事業 ～ ３４，５２７千円　

令和１０年度

第 ２ 表 債 務 負 担 行 為
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起　債　の　目　的 限　度　額 起債の方法 利　　率 償　還　の　方　法

千円

5.0％以内 政府資金については、

（ただし、利率見 その融資条件により銀

直し方式で借り入 行その他の場合には、

普通貸借又 れる政府資金及び その債権者と協定する

災 害 救 助 事 業 3,500 地方公共団体金融 ものとする。ただし市

は証券発行 機構資金につい　 財政の都合により据置

て、利率の見直し 期間及び償還期限を短

を行った後におい 縮し、もしくは繰上償

ては、当該見直し 還又は低利に借換する

後の利率）　　　 ことができる。　　　

清 掃 運 搬 施 設 整 備 事 業 26,900      同　上 同　上 同　上

道 路 整 備 事 業 166,900     同　上 同　上 同　上

交 通 安 全 施 設 整 備 事 業 10,100      同　上 同　上 同　上

河 川 整 備 事 業 13,600      同　上 同　上 同　上

公 園 整 備 事 業 46,600      同　上 同　上 同　上

近 鉄 郡 山 駅 周 辺 整 備 事 業 872,100     同　上 同　上 同　上

小 学 校 施 設 整 備 事 業 68,200      同　上 同　上 同　上

中 学 校 施 設 整 備 事 業 139,100     同　上 同　上 同　上

幼 稚 園 施 設 整 備 事 業 18,600      同　上 同　上 同　上

社 会 教 育 施 設 整 備 事 業 81,000      同　上 同　上 同　上

災 害 復 旧 事 業 20,000      同　上 同　上 同　上

第　　 ３ 　　表　 　地 　　方　 　債
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                        議 案 第 ２０ 号 

 

 

 

     令和８年度大和郡山市国民健康保険事業特別会計予算                               



令和８年度大和郡山市国民健康保険事業特別会計予算 

 令和８年度大和郡山市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９，２６９，７５５千円と

定める。 

2  歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳

 入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条  地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの

 最高限度額は２００,０００千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第３条  地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の

経費の金額を流用することのできる場合は、次のとおりと定める。 

  (1)第２款保険給付費、第３款国民健康保険事業費納付金に計上した各

項に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経

費の各項の間の流用。 

令和８年３月 日提出 

 奈良県大和郡山市長 上 田 清 
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歳   入 （単位：千円）

1

1 国 民 健 康 保 険 税

2

1 手 数 料

3

1 県 補 助 金

4

1 連 合 会 補 助 金

5

1 財 産 運 用 収 入

6

1 一 般 会 計 繰 入 金

2 基 金 繰 入 金

7

1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料

2 市 預 金 利 子

3 雑 入

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 9,269,755

500

10

8,007

753,022

20,000

諸 収 入 8,517

財 産 収 入 4,300

4,300

繰 入 金 773,022

6,844,036

連 合 会 支 出 金 1,117

1,117

県 支 出 金 6,844,036

1,638,742

使 用 料 及 び 手 数 料 21

21

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

款 項 金　　　額

国 民 健 康 保 険 税 1,638,742
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歳   出 （単位：千円）

1

1 総 務 管 理 費

2 徴 税 費

3 運 営 協 議 会 費

2

1 療 養 諸 費

2 高 額 療 養 費

3 移 送 費

4 出 産 育 児 諸 費

5 葬 祭 諸 費

3

1 医 療 給 付 費 分

2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分

3 介 護 納 付 金 分

4 子 ど も 子 育 て 支 援 金 分

4

1 保 健 事 業 費

2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費

5

1 基 金 積 立 金

6

1 一 般 公 債 費

7

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金

8

1 予 備 費

26,020

予 備 費 20,000

20,000

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 9,269,755

基 金 積 立 金 4,300

4,300

公 債 費 500

500

諸 支 出 金 26,020

171,338

48,601

保 健 事 業 費 107,585

24,832

82,753

22,510

4,800

国 民 健 康 保 険 事 業 費納 付金 2,217,087

1,466,246

530,902

1,055

保 険 給 付 費 6,753,047

5,824,871

899,866

1,000

款 項 金　　　額

総 務 費 141,216

126,036

14,125

12



                        議 案 第 ２１ 号 

 

 

 

     令和８年度大和郡山市後期高齢者医療事業特別会計予算                               



令和８年度大和郡山市後期高齢者医療事業特別会計予算 

令和８年度大和郡山市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，２２４，５７９千円と

定める。 

2  歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳

入歳出予算」による。 

令和８年３月 日提出 

 奈良県大和郡山市長 上 田 清 
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歳   入 （単位：千円）

1

1 後 期 高 齢 者 保 険 料

2

1 手 数 料

3

1 他 会 計 繰 入 金

4

1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料

2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金

3 市 預 金 利 子

3,010

1

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 2,224,579

450,487

諸 収 入 3,121

110

繰 入 金 450,487

1,770,969

使 用 料 及 び 手 数 料 2

2

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

款 項 金　　　額

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 1,770,969
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歳   出 （単位：千円）

1

1 総 務 管 理 費

2 徴 収 費

2

1 後期高齢者医療広域連合納付金

3

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金

4

1 予 備 費

予 備 費 5,000

5,000

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 2,224,579

2,199,822

諸 支 出 金 3,010

3,010

10,685

6,062

後期高齢者医療広域連合納付金 2,199,822

款 項 金　　　額

総 務 費 16,747

16



                        議 案 第 ２２ 号 

 

 

 

     令 和 ８ 年 度 大 和 郡 山 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算                               



令和８年度大和郡山市介護保険事業特別会計予算 

令和８年度大和郡山市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１０，９３５，０９９千円

と定める。 

2  歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳

入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条  地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることが

できる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

（一時借入金） 

第３条  地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの

最高限度額は２００,０００千円と定める。 

令和８年３月 日提出 

 奈良県大和郡山市長 上 田 清 
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歳   入 （単位：千円）

1

1 介 護 保 険 料

2

1 手 数 料

3

1 国 庫 負 担 金

2 国 庫 補 助 金

4

1 支 払 基 金 交 付 金

5

1 県 負 担 金

2 県 補 助 金

6

1 財 産 運 用 収 入

7

1 一 般 会 計 繰 入 金

2 基 金 繰 入 金

8

1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料

2 雑 入 34

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 10,935,099

408,833

諸 収 入 35

1

2,000

繰 入 金 2,038,909

1,630,076

1,443,544

95,500

財 産 収 入 2,000

支 払 基 金 交 付 金 2,848,198

2,848,198

県 支 出 金 1,539,044

国 庫 支 出 金 2,558,165

1,854,021

704,144

1,948,488

使 用 料 及 び 手 数 料 260

260

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

款 項 金　　　額

保 険 料 1,948,488
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歳   出 （単位：千円）

1

1 総 務 管 理 費

2 徴 収 費

3 介 護 認 定 審 査 会 費

4 趣 旨 普 及 費

5 計 画 策 定 委 員 会 費

2

1 保 険 サ ー ビ ス 給 付 等 諸 費

3

1 基 金 積 立 金

4

1 介護予防・日常生活支援総合事業費

2 包括的支援事業 ・任意事業費

5

1 公 債 費

6

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金

7

1 予 備 費

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 10,935,099

3,001

予 備 費 10,000

10,000

公 債 費 500

500

諸 支 出 金 3,001

地 域 支 援 事 業 費 588,872

402,526

186,346

10,146,361

基 金 積 立 金 2,000

2,000

1,333

12,617

保 険 給 付 費 10,146,361

105,828

6,095

58,492

款 項 金　　　額

総 務 費 184,365
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事　　　　　　項 期　　　　　　間 限　　　度　　　額

令和９年度

高齢者移動支援公用車導入事業 ～ ３，７７６千円　

令和１３年度

第 ２ 表 債 務 負 担 行 為

21



22



                        議 案 第 ２３ 号 

 

 

 

     令和８年度大和郡山市介護サービス事業特別会計予算                               



令和８年度大和郡山市介護サービス事業特別会計予算 

令和８年度大和郡山市の介護サービス事業特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１４，０２２千円と定める。 

2  歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳

入歳出予算」による。 

令和８年３月 日提出 

 奈良県大和郡山市長 上 田 清 
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歳   入 （単位：千円）

1

1 介護予防・生活支援総合事業費収入

2

1 雑 入

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 14,022

14,021

諸 収 入 1

1

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

款 項 金　　　額

サ ー ビ ス 収 入 14,021
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歳   出 （単位：千円）

1

1 介護予防・日常生活支援総合事業費 14,022

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 14,022

款 項 金　　　額

サ ー ビ ス 事 業 費 14,022
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                        議 案 第 ２４ 号 

 

 

 

     令 和 ８ 年 度 大 和 郡 山 市 公 園 墓 地 事 業 特 別 会 計 予 算                               



令和８年度大和郡山市公園墓地事業特別会計予算 

令和８年度大和郡山市の公園墓地事業特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１１，５５２千円と定める。 

2  歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳

入歳出予算」による。 

令和８年３月 日提出 

 奈良県大和郡山市長 上 田 清 
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歳   入 （単位：千円）

1

1 使 用 料

2 手 数 料

2

1 繰 越 金

3

1 市 預 金 利 子

2 雑 入 300

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 11,552

1

諸 収 入 301

1

11,237

13

繰 越 金 1

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

款 項 金　　　額

使 用 料 及 び 手 数 料 11,250
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歳   出 （単位：千円）

1

1 保 健 衛 生 費

2

1 予 備 費

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 11,552

11,052

予 備 費 500

500

款 項 金　　　額

衛 生 費 11,052
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                        議 案 第 ２５ 号 

 

 

 

     令和８年度大和郡山市公共用地先行取得事業特別会計予算                               



令和８年度大和郡山市公共用地先行取得事業特別会計予算 

令和８年度大和郡山市の公共用地先行取得事業特別会計の予算は、次に定める

ところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，１９８，１７３千円と

定める。 

2  歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳

入歳出予算」による。 

（地 方 債） 

第２条  地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債

の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表

地方債」による。 

令和８年３月 日提出 

 奈良県大和郡山市長 上 田 清 
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歳   入 （単位：千円）

1

1 財 産 売 払 収 入

2

1 一 般 会 計 繰 入 金

3

1 市 債

市 債 1,605,100

1,605,100

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 2,198,173

592,957

繰 入 金 116

116

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

款 項 金　　　額

財 産 収 入 592,957
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歳   出 （単位：千円）

1

1 公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 費

2

1 公 債 費

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 2,198,173

1,605,216

公 債 費 592,957

592,957

款 項 金　　　額

公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 費 1,605,216
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起　債　の　目　的 限　度　額 起債の方法 利　　率 償　還　の　方　法

千円

5.0％以内 政府資金については、

（ただし、利率見 その融資条件により銀

直し方式で借り入 行その他の場合には、

普通貸借又 れる政府資金及び その債権者と協定する

公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 1,605,100  地方公共団体金融 ものとする。ただし市

は証券発行 機構資金につい　 財政の都合により据置

て、利率の見直し 期間及び償還期限を短

を行った後におい 縮し、もしくは繰上償

ては、当該見直し 還又は低利に借換する

後の利率）　　　 ことができる。　　　

第　　 ２ 　　表　 　地 　　方　 　債
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